
 

Q 定年が近い従業員から失業手当について、制度内容を聞かれました。内容について教えてくだ

さい。 

 

A 失業手当（基本手当）とは、雇用保険に加入していた労働者が退職後、再就職までの生活を   

支えるために支給される求職者給付制度の一つです。 

 

受給するためには、原則として離職日以前２年間に賃金支払基礎日数が１１日以上の月が１２か

月以上あることが条件となります。ただし、倒産や解雇など会社都合による離職や、契約満了など

でやむを得ない理由による退職の場合は、離職前１年間に賃金支払基礎日数が１１日以上の月が６

か月以上あれば受給可能となる場合があります。 

また、ハローワークで求職申込みを行い、働く意思と能力があることが条件となります。 

 

支給額については、退職前６か月間の賃金を基に計算される「賃金日額」に「給付率」を掛けて算

出された「基本手当日額」が、給付日数分支給される仕組みとなっております。 

「給付率」は約５０～８０％で、賃金が低い人ほど高い割合が適用される仕組みです。なお、「基本手

当日額」は年齢ごとに支給額の上限額と下限額が定められております。 

 

給付日数は、退職理由や年齢、加入年数によって異なります。 

自己都合退職の場合は加入年数に応じて９０～１５０日となりますが、会社都合退職では年齢と加

入年数によってはより長期間受給できるケースがございます。 

 

また、支給の開始時期についても、自己都合退職では通常７日間の待機期間後、一定期間の給

付制限が設けられますが、会社都合退職や定年退職などの場合は給付制限なしでの支給開始とな

ります。 

 

６５歳以上（高年齢被保険者）で退職された場合は「高年齢求職者給付金」として一時金が支給

されます。 

 

～雇用保険の求職者給付について～ 



 

 



 


